
第 1章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の目的 

  わが国では、本格的な少子高齢・人口減少の到来により労働力人口の減少や地域経済の縮小、

地域コミュニティの活力低下など、さまざまな影響が懸念されています。 

また、認知症や単身世帯の増加、社会的孤立、中高年の引きこもりなどの課題が顕在化すると

ともに、地域生活課題もさまざまな分野の課題が絡み合い「複雑化」し、また、個人や世帯にお

いて複数の分野にまたがる課題を抱えるなど「複合化」しています。 

地域においては、町内会加入率の低下や役員の高齢化・固定化、民生委員の不足、老人クラブ

会員数の減少など、地域活動の担い手の確保なども大きな課題となるとともに、これまでの地域

組織そのもののあり方や仕組みなどについても、検討が必要となってきています。 

  帯広市社会福祉協議会（以下「本会」という。）では、これまで「ともに支え合う、安心・安全・

福祉のまちづくり」を基本理念として、地域住民や関係機関・団体と連携を図りながら、高齢者

や障害のある人などの支援をするため、さまざまな事業を推進してきました。 

人々の暮らしや社会構造の変化を踏まえ、地域住民がさまざまな地域生活課題を抱えながらも、

住み慣れた地域で、自分らしく、安心して暮らすことができるよう、地域住民等が支え合い、一

人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく「地域共生社会」の実現に向けた取り組

みを進めることを目的として第 6期計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

１９８２（昭和５７）年、北海道社会福祉協議会（以下「道社協」という。）は、重点方針とし

て「地域福祉実践計画推進事業」を掲げ、１９８５（昭和６０）年を初年度とする５カ年計画の

策定を推進し、本会も第１期の地域福祉実践計画を策定しました。 

地域福祉実践計画は、地域住民と地域で社会福祉に関わる活動をしている人、社会福祉を目的

とする事業（福祉サービス）を経営する人たちがお互いに協力して策定する、地域福祉の推進を

目的とする民間の活動計画です。 

本会においては、これまで以下のとおり５期にわたり計画を策定してきました。 

 

期 計 画 の 名 称 計 画 期 間 

第１期 地域福祉実践計画 昭和６０年度～平成 元年度（ ５年間） 

第２期 第２期地域福祉実践計画 平成 ５年度～平成１４年度（１０年間） 

第３期 
おびひろ地域福祉実践プラン 

（第３期帯広市地域福祉実践計画） 
平成１９年度～平成２１年度（ ３年間） 

第４期 
おびひろ地域福祉実践プラン 

（第４期帯広市地域福祉実践計画） 平成２２年度～平成２６年度（ ５年間） 

第５期 
おびひろ地域福祉実践プラン 

（第５期帯広市地域福祉実践計画） 
平成２７年度～令和 元年度（ ５年間） 

第６期 第６期帯広市地域福祉実践計画 令和 ２年度～令和 ６年度（ ５年間） 

３ 帯広市の「地域福祉計画」と帯広市社協の「地域福祉実践計画」との関係 

 

国から示された「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について（２０１７（平成２９）

年１２月１２日社援発１２１２第２号）」という市町村地域福祉計画の策定ガイドラインでは、

市町村社協の役割について、次のとおり記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和２年度からスタートする帯広市の「第三期帯広市地域福祉計画」においては、本会

の役割が次のとおり記載されています。 

  

 

 

 

 

このように帯広市の「地域福祉計画」と帯広市社協の「地域福祉実践計画」は、次ページの相

関図にありますように、相互に連携し、補完・役割分担する関係にあります。 

第６期帯広市地域福祉実践計画の策定にあたっては、帯広市のアンケート調査票に帯広市社協

に係る質問項目を盛り込むなど、帯広市と連携・協力しながら策定作業を進めてきました。 

前述の国からの通知などを踏まえ、今回の計画の策定にあたっては、同じ地域で福祉のまちづ

くりを目指すという観点から、帯広市の地域福祉計画の「基本理念」、「基本目標」、「基本方向」

を共有するとともに、帯広市の基本目標に本会独自の基本目標を加え、社協としての現状や課題

を整理し、具体的な取り組みとして各種事業に取り組みます。 

なお、計画の策定にあたっては、住民意識アンケートと事業に関する意識調査、並びに第５期

計画の事務事業評価を行い、計画案策定の参考としたほか、「第６期帯広市地域福祉実践計画策

定委員会」での審議や、市民や団体からご意見をお聴きし反映に努めました。 

 

４ 計画の期間 

  本計画の期間は、２０２０（令和２）年度から２０２４（令和６）年度までの５年間とします。 

なお、全国、都道府県・市区町村社協の動向や社会情勢の変化など、必要に応じて計画の見直

しを検討することとします。 

 

地域福祉を推進する様々な団体より構成された市町村社会福祉協議会は、社会福祉法にお

いて地域福祉を推進する中心的な団体として明確に位置付けられている。 

また、社会福祉協議会は、元来、地域住民主体を旨とした地域住民の参加の推進やボラン

ティア、福祉教育、まちづくり等の実績を有することを踏まえ、地域福祉計画の策定に当た

っては市町村の計画策定に積極的に協力することが期待される。 

なお、社会福祉協議会が中心となって策定している地域福祉活動計画は、住民等の福祉活

動計画として地域福祉の推進を目指すものであることから、地域福祉計画と一体的に策定し

たり、その内容を一部共有したり、地域福祉計画の実現を支援するための施策を盛り込んだ

りする等、相互に連携を図ることが求められている。 

社会福祉協議会は、社会福祉法により、地域福祉の推進を担う団体として明確に位置付けられ

ており、その中心的な存在として、市民と地域活動団体、福祉サービス事業者、行政との連携を

図りながら、地域における課題の把握や、課題に対応した事業を展開することが期待されます。 
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【帯広市の「地域福祉計画」と帯広市社協の「地域福祉実践計画」の相関図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※帯広市作成「第三期帯広市地域福祉計画」より引用 

 

 

 

 

 

 

帯
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社
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地
域
福
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実
践
計
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第七期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

第三期帯広市障害者計画 

第五期帯広市障害福祉計画 

第一期帯広市障害児福祉計画 

第二期けんこう帯広２１ 

第２期おびひろこども未来プラン 

第三期帯広市地域福祉計画 

 
 成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく市町村計画 

再犯の防止に関する市町村計画 

地域福祉計画に包含する計画等 

福祉の各分野計画 

そ
の
他
（
教
育
・
産
業
・
防
災
等
）
関
連
計
画 

関連 連携 

地域福祉計画は下記分野計画の施策を横断的に展開し、 
共通して取り組むべき事項を盛り込んでいます。 

第七期帯広市総合計画 

第２章 帯広市の地域福祉の現状と課題 

 

１ 帯広市の現状 

  帯広市及び本会の各種統計資料に基づく、地域福祉を取り巻く状況は次のとおりです。 

 

（１）市民の状況 

 

帯広市の総人口は、平成３０年度時点で１６６，０９３人となっており、人口、平均世帯数

は過去５年間を通し、減少傾向が続いていますが、世帯数は緩やかな増加傾向にあります。 

年齢別では、６５歳以上の人口割合が増加している反面、年少人口（０～１４歳）、生産年齢

人口（１５～６４歳）の割合は減少傾向にあります。 

出生数は減少傾向にあり、特に平成３０年度は他年度に比べ、大きく減少している一方、高

齢者数及び高齢化率は前期、後期高齢者ともに増加傾向にあり、特に後期高齢者の割合が大き

く高まるなど、少子高齢化が進んでいます。 

また、高齢者単身世帯数や、知的障害者数、精神障害者数は直近５年間に約２割増加してい

る状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（帯広市住民基本台帳：各年度３月３１日現在） 
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